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平成 27 年度上期の事業運営状況について 
 
 
 3 月 27 日の理事会・評議員会でご承認いただきました、本法人の平成 27 年度事業計

画につきまして、本年度上期の主要な事業運営状況を下記の通りご報告いたします。 
 
１．教 育 
（１）入学志願者および優秀な学生（生徒）の確保 
【大学】 

平成 27 年度夏のオープンキャンパスは、医学部では開催 3 日間で 2,019 名、薬学

部・理学部では開催 2 日間で 3,984 名、看護学部では開催 4 日間で 2,179 名の来場者

となり、4 学部全体では、8,182 名（前年度比-27 名）の実績でほぼ前年度並みであっ

た。薬学部・理学部ではその他に土曜キャンパス見学会を 5 日間開催している。 
本年度も小中高生向けのイベントとして、「小学生 夏の医学校」、日本学術振興

会採択事業「ひらめき☆ときめきサイエンス」、「薬学教室」、「理科教室」等が各

学部主催で開催され、期間中には、合計 202 名の小中高生が参加し、児童・生徒の科

学への好奇心の育成に貢献できた。 
大学見学の受け入れや高校内説明会等を行うことで、入学志願者および優秀な学生

の確保に努めており、特に地方出身の志願者獲得に向けて、地方開催説明会へも積極

的に参加している。情報発信については、進学情報誌の活用に加え Web サイトでの

発信を強化し、これまで運用してきた受験生サイト、オープンキャンパスサイトに続

き、理学部研究紹介サイトもアップした。東邦大学ホームページを含めた本学受験生

関連 Web サイトを相互にリンクすることで、相乗効果をめざす。又、Web 出願シス

テムについては、平成 29 年度入試からの導入に向けて具体的検討を進めている。 
【付属東邦中・高等学校】 

学校案内パンフレット・ポスターの作成、学校説明会・見学会の実施、塾主催説明

会への参加、広告掲出等、生徒募集に関わる広報活動を積極的に行った。特に見学会

については、実験や部活動の体験を組み入れたものを実施しているほか、4 月 24 日に

は新たにナイト見学会を開催し、日中の見学会等に参加できない保護者から好評を得

た。又、海外での生徒募集活動を中国（上海・香港・北京）・台湾・シンガポール・

タイ・インドネシア等で行った。帰国子女対象編入試験を 7 月に実施し、2 学期より

中学に 2 名が編入学した。 
【駒場東邦中・高等学校】 

進学校として、中高一貫のカリキュラム（教育課程表、遠足、体育祭、HR 活動、

クラブ活動など）を実行するための学習環境の向上に努めた。高い資質の生徒を確保

するため、学外での学校説明会において、広報委員会を中心として積極的な広報活動

を行い、受験生とその保護者に駒場東邦の教育を説明した。 
【佐倉看護専門学校】 

優秀な志願者確保のため、広報委員会を中心にホームページの内容充実や駅構内の

掲示を行っている。延べ 4 日間のオープンキャンパスには、118 名の来校者があった。

引き続き、北海道、東北地方への広報活動を重点的に行っており、北海道 26 校、仙

台 10 校の高校を訪問した。千葉県下でも訪問校を増やし、27 校を訪問した。指定校
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推薦入試の指定校には、北海道 10 校、千葉県 1 校を新規に加え、合計 51 校となって

いる。又、入学者の生活支援イベントとして、学校周辺のバスツアーや屋内レクリエ

ーションを開催し、学生間の親交と連携を深めることができた。 
 

（２）国家試験合格率の高位安定化 
【医学部】 

医師国家試験に向けて、5 月～翌年 1 月まで修学支援センターによる集中臨床講義

を実施している。6 月中旬に実施したプレ卒業試験の成績下位者に対し、医学部長、

教育担当副医学部長と教育委員長による個別面談をそれぞれ実施し、到達度確認と今

後の学習について再確認を行った。8 月下旬の卒業試験終了後、個別面談を行い、学

習意欲を確認し成績の底上げを図る。又、成績下位者に対しては 12 月に 2 回目の特

別合宿、1 月に個別面談を実施し高い国家試験合格率をめざす。 
【薬学部】 

薬剤師国家試験合格率の長期的な高位安定化を図るため、学習への動機づけを 1 年

次生から行った。1 年次春学期開講科目である「基礎物理学Ⅰ」、「基礎化学」、「基

礎生物学」においては、各科目 2 回ずつ TBL（Team Based Learning）を実施した。

TBL では、成績上位者から下位者への指導等を通じて、全体の学力の底上げを図るた

めに、入学時に行ったプレイスメント・テストの成績上位者と下位者が均等になるよ

うグループ分けを行った。さらに本年度は、講義で学んだ内容に関する問題を各自で

あらかじめ作成してから、グループ内で良い問題を選択・修正しグループとしての問

題を作成するとともに、他グループの問題を解き、優れている点や改良点を評価する

ことで、学習内容の理解度を高める工夫をした。6 年次生については、間近に控えた

国家試験への意識づけのために、春学期開始時と定期試験終了後にガイダンスを行っ

た。さらに、十分なフォローが必要な薬学総合教育部門所属学生に対しては、3 グル

ープに分け、学長と担当教員による面談を行った。 
【理学部】 

理学部臨床検査技師課程では、4 年次春学期で国家試験受験資格科目の履修が終了

し、7 月末に模擬試験を実施し、今後の勉強法についてガイダンスを行った。8 月 3
日からは、付属 3 病院を含めた 13 病院で 5 週間の臨床実習を行った。45 名の学生が

参加し、国家試験合格のための実践的な能力の向上を図った。又、国家試験科目を含

む遺伝子分析科学認定士試験（6 月実施）の受験を勧め、対策講義を 4 月から 7 回実

施した結果、受験者 13 名全員が合格した。秋学期より臨床特別講義等の国家試験対

策講義と複数回の模擬試験を実施し、高い国家試験合格率の維持をめざす。 
【看護学部】 

看護師・保健師国家試験の合格率高位安定を図るため、4 月に学内模試を実施し、

看護師必修対策講座（6 回）の受講に結びつける対策を行った。又、夏期休暇前には、

国家試験日程が発表されたことを受け、卒業生による効果的な学習方法などの体験談

披露、アドバイザーによる早期個別面談、学習計画の取組確認の支援などの指導を行

った。アドバイザーによる面談結果を国試対策委員会に報告するなど、情報共有に努

めている。又、本年度より、低学年への国家試験の意識づけを行うため、3 年次の実

習前に基礎学力確認試験を実施した。 
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（３）特色ある教育への取り組み 
【医学部】 

医学部では、多職種連携・チーム医療への意識強化を図るため、7 月に 2 年次生対

象の「医薬合同生命倫理演習」、8 月に選択制ではあるが「4 学部合同チーム医療演

習」を実施した。5 年次は、5 月から随時「医薬合同臨床講義」を実施している。そ

の他、初年次の PBL （Project Based Learning）テュートリアルにおいて上級生が

下級生を指導する「屋根瓦システム」では、9 月に学生テュータ養成ワークショップ

を実施し、11 月末にはテュートリアルを実施する。又、国際化に向けた医学英語力強

化のため、4 年次 11 月に English OSCE を実施し習熟度チェックを行う予定である。 
【薬学部】 

薬学部では、本年度も学術交流協定締結校である瀋陽薬科大学との短期交流プログ

ラムを実施する。9 月 10 日～17 日までの日程で、男女各 2 名および引率教員 1 名が

文化交流等を行う予定である。又、5 年次開講科目の「海外実務実習」については、

本年度より新たに、本学客員教授の勤務地であるアメリカ・テキサス州の Scott & 
White 記念病院・同小児病院で、11 月下旬から 12 月上旬に実施する計画である。又、

医学部生と合同で参加型学習を行う「ヒューマニズムⅡ」では、本年度は、高大連携

の観点から高校生に大学での学修を経験する機会として参加を募り、9 月～10 月にか

けて 4 校より 6 名の高校生が参加する予定である。 
【理学部】 

理学部では、共通キャリア教育の一環として 1 年次春学期に「キャリアデザイン

Ⅰ・Ⅱ」を開講した。9 割の学生が受講し、早期からキャリア形成に向けた学生の意

識が高いことが伺われる。平成 27 年度から新設された「海外体験プログラムⅠ・Ⅱ」

では、スポーツアドベンチャープログラムや海外インターンシップを実施し、海外体

験を通して語学の重要性や滞在国と自国との文化の違いを学ぶことを期待している。

教員養成課程では、「総合演習Ⅰ～Ⅴ」や「学校インターンシップ」で、入学後でき

るだけ早期の段階から教育現場との関わりを持ち、教員をめざす者としての意識を高

めている。 
【看護学部】 

看護学部の特色として、人間性の形成、国際感覚の育成、感染関連科目の充実を推

進してきたが、「がん看護教育の充実」を 4 つ目の特色に加え、将来を見据えた質の

高い教育を行うため教育課程編成の見直しを行い、7 月に文部科学省高等教育局医学

教育課に教育課程改正について変更承認申請を行った。この改正により、平成 28 年

度入学生から卒業要件が 131単位から 126単位に変更される。教育課程の改正に伴い、

看護学部の目的、3 方針（カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー、アドミ

ッション・ポリシー）の改正についても検討を行っている。教職員ワークショップは、

看護学部の特徴である教育と行事について、各学年への関わりなど、教職員間で内容

共有を図るためのワークショップを実施した。 
【付属東邦中・高等学校】 

「建学理念」「教育方針」を具現化する教育を実施し、冊子『自然・生命・人間』

の活用による帰属意識の向上、「明るい学園」づくりを図った。又、完全中高一貫教育

と特色ある教育の推進のため、知識習得と課題探求のバランスのとれた教養型教育を

実践し、「精選と深化」による「早期完習」の徹底を図った。東邦大学との中高大の連
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携強化のもと、「学問体験講座」を継続実施した。完全一貫教育課程については完成間

近まで検討が進んでいる。 
グローバル化社会に対応できる意欲的な人材育成のため、国際交流室を中心に、

AFS 留学生の高校 1 年への受け入れ、本校高校 1 年生 4 名の AFS などを通じた 1 年

間の留学を実現した。又、習志野市海外派遣事業によるアメリカ・タスカルーサ市か

らの合唱団関係者 120 名の来日時には、本校において交流活動を行った。 
【駒場東邦中・高等学校】 

入学から卒業までの 6 年間で、自ら進んで行動できるようなリーダーシップを習得

するため、クラブ活動、委員会活動、体育祭などの学校行事への積極的な参加を勧め、

学力の向上だけでなく、バランスのとれた能力を身につける場を提供している。又、

邦友会（同窓会）、保護者とも連携して講演会や職場訪問を実施し、在校生に対して指

導と助言をしていただくキャリア教育を行っている。交換留学生制度は、6 月にアメ

リカのスティーヴンソン校からの留学生を受け入れ、9 月には本校生が渡米する。台

湾の國立臺南第一高級中學とは、12 月から翌年 2 月に交換留学が行われる予定となっ

ている。双方の交換留学生を通じて、受け入れ学年の生徒達にも国際感覚と国際教養

の涵養に努めている。 
【佐倉看護専門学校】 

夏期休暇期間に 3 年生の成績不良者を対象に、国家試験対策として 12 日間補習授

業を実施し、知識の定着を強化する指導を行った。補習授業日以外は学生から学習進

捗状況を毎日報告させ、教員が適宜指導を行った。又、全教員を対象とする研修とし

て、7 月 21 日・22 日に学外講師を招聘し、「ファシリテーション研修～効果的に引き

出すグループワークのために～」を行った（学外からも 4 名参加）。  
 

（４）教学環境の整備 
【大森キャンパス】 

医学部では、2 号館の耐震補強改修工事が 7 月に着工し、平成 28 年 1 月完了予定

である。又、入学定員増に伴う講義室等の改修工事については、医学メディアセンタ

ーリニューアル計画とともに有効性について再検討している。さらに、1 号館 3 階の

旧 IR 実験施設跡地における研究施設等の利用計画は、引き続き検討を進めている。 
看護学部では、経費節減に向け第 5・6・7 講義室の LED 化工事を行い、予定して

いた講義室・実習室の LED 化工事は完了した。又、夏期休暇期間に学生ロッカール

ーム扉のセキュリティ工事を実施した。その他、研究棟屋上の防水工事、正門門扉更

新工事等を 12 月末までに実施予定である。 
【習志野キャンパス】 

薬学部新棟の建設工事は、9 月末には 5 階まで躯体が立ち上がり、1 階から随時内

装工事も始めており、平成 28 年 3 月末の竣工をめざし順調に推移している。又、薬

草園温室の移設については場所および規模について検討中である。健康科学部棟につ

いては、7 月 18 日（土）に地鎮祭を行い、来年 7 月末の竣工をめざし 9 月から本格

的に工事を開始している。将来計画については、長期計画委員会で将来計画検討委員

会を発足させ、中長期計画を作成していく予定である。その他、理学部では、夏期休

暇期間に 3 号館 302・303 室の机・椅子の更新と 3 号館の外壁改修工事等を実施した。

キャンパス内の全面禁煙については、来年 2 月から実施する予定である。 
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【付属東邦中・高等学校】 
第一体育館の耐震補強改修工事およびアスベストの薬剤封じ込めを実施し、12 月

の竣工を予定している。又、特別棟の図書館システムの更新、PC 教室の改修等を実

施する。教室プロジェクターは高校校舎の全教室に設置が終了し、中学校舎は平成 28
年度に設置する予定である。 
【駒場東邦中・高等学校】 
夏期休暇期間中に、中央監視装置更新工事、非常放送・火災報知設備更新工事を実

施した。隣接地の取得については、上半期は特に動きはなく、引き続き、情報を収集

しながら検討を進めていく。 
【佐倉看護専門学校】 

施設設備の経年劣化が顕著になってきたため、学校・寮の給水ポンプの緊急交換、

非常用放送設備や消防用設備の補修を行った。学生寮については、寮生へ安心で安定

した夕食提供に努めているほか、寮生からヒアリングを行い、改修を要する箇所は夏

期休暇期間に改修した。 
 

（５）就職・キャリア支援の強化 
習志野キャリアセンターにおいて、薬学部では 5・6 年次生向けのイベントとして、

第 1 回就職ガイダンス、企業希望者向け相談会、病院志望者向けガイダンス、小論文対

策講座等を、4 月に集中して開催した。学内薬局合同説明会には 144 社、延べ 274 名の

学生が参加した。5 月～6 月には、調剤薬局・ドラッグストアのランチョンセミナーを

開催し、18 社に対して延べ 488 名の学生が参加した。6 年次生の内定率は 8 月末で 52％
であるが、これは最終決定の内定率であり、多くの学生が薬局やドラッグストアの内定

を持ちつつ、就職活動を継続している。病院薬剤師の採用時期は年々早まっており、以

前よりも多くの薬学部生が個別相談を利用し対策を講じている。 
理学部では、3 年次生・博士前期 1 年次生に、5 月の第 1 回進路ガイダンスを皮切り

に、SPI 対策ガイダンス・模擬試験、インターンシップ事前講義、卒業生との就職懇談

会、職業観セミナーしごと発見伝と、本年度の上半期までにしておくべきことや、業界・

企業研究に必要となる情報を伝えた。4 年次生・博士前期 2 年次生は、3 月の企業広報

開始から実質採用活動がスタートし、情報系と治験関連企業を中心に 4 月から内定が出

始めており、8 月末の内定率は学部 55％、大学院 59％と順調なペースである。未内定

者向け対策として、6 月にセミナーを開催し個別にサポートしている。又、学内企業説

明会・一次選考会を例年通り開催し、31 社に対して延べ 77 名の学生が参加したほか、

6 月に低学年向けとしては初めて公務員ガイダンスを開催し、予想を超える 96 名の学

生の参加を得た。なお、TOHO アライアンス企業は順調に数を伸ばしており、8 月末現

在、626 社で、各種イベントに協力頂いている。 
 
（６）内部質保証システムの検証と自己点検・評価の実施 
自己点検・評価企画運営委員会委員の任期満了に伴い、新委員長・委員を各学部長よ

り推薦いただき、7 月より新たな体制で委員会を開催している。 
平成 26 年度に作成した自己点検・評価報告書を大学ホームページ上に公開し、冊子

を関係部署ならびに担当者へ配布した。又、全学自己点検・評価実行委員会の諮問機関

である検証会については、平成 27 年度外部有識者委員の選出が行われ、12 月の開催を

6 
 



予定している。現在、各学部・関係部署へ『自己点検・評価報告書－新たなる朝 2014
年度版－』の「将来に向けた発展方策」に記載した「効果が上がっている事項」「改善

すべき事項」についての進捗状況調査を行っている。 
内部質保証システムの一環である「大学協議会議案申請書」を利用し、大学協議会に

提出された議案が目的通りに施行されているか、又、期待された効果を発揮すべく順調

に遂行されているか申請部署にて検証し、その結果を大学協議会にて半期ごとに報告し

ている。 
 

（７）東邦大学国際交流センターの活動 
各学部国際交流センターと協働し、毎月定例で開催している国際交流センター運営委

員会等を通して学術交流および学生・教職員の国際交流の推進を図っている。海外の大

学との学術交流では、8 月末現在、大学間協定 10 校、学部間協定 14 校（医学部 6 校、

薬学部 5 校、理学部 2 校、看護学部 1 校）となっている。 
①3 病院英文 Web サイトは、各診療科の英語翻訳がほぼ終了した。本年度中には外国

人が必要とする情報を全て Web サイト上に掲載する予定である。 
②危機管理マニュアル・留学生のためのハンドブックを作成し、Web サイト上に公開

した。緊急時の連絡体制ならびに海外旅行届の提出等、各学部で周知・徹底している。 
③ICI-ECP プロジェクトを通して理学研究科に在籍していた 4 名（フランス 1 名、

オランダ 3 名）の外国人留学生に修士号が授与された。9 月には同プログラムを通じて

新たに 1 名（オランダ）の留学生を受け入れるほか、今後は本学からも大学院生の派遣

を計画している。 
④留学生住宅総合補償制度の運用について国際交流センター運営委員会で確認し、9

月から学生に周知できるよう準備している。 
⑤現在本学に在籍する正規外国人留学生 12 名のうち、国費留学生は 2 名、私費外国

人学習奨励費受給者は 3 名である。奨学金推薦者は全学外国人奨学生選考委員会にて選

考・決定している。その他、MOU 締結校等からの短期実習生・研修生を対象に、研修

費を免除し滞在費を本学が負担するなど、学生の経済的負担の軽減に努めている（医学

部 5 名、看護学部 6 名）。 
⑥平成 27 年秋より、国費留学生（大学推薦）1 名ならびに日本学術振興会の助成に

よる外国人研究者 1 名を医学研究科、理学部にてそれぞれ受け入れることが決まってお

り、関連部署において受け入れ準備を行っている。 
⑦11 月にタイ・チェンマイ大学で行われる第 9 回 4 大学ジョイントセミナーには本

学から 13 名（教職員および大学院生）が出席予定である。 
⑧全学的な国際化の推進に関する方針の企画立案・実施を目的として、学長を筆頭と

する東邦大学国際化推進委員会が 7 月 1 日に設置された。 
 

（８）健康科学部設置に向けた検討  
平成 29 年度の開設に向けて、7 月の第 8 回健康科学部設置準備委員会において学則

の一部改正（案）および平成 29 年度入試概要（案）が承認されたほか、教授会内規（案）

等を持ち回り審議中である。学則の一部改正（案）および当該内規（案）については、

10 月の大学協議会、理事会へ提出し承認を得る予定である。10 月には、文部科学省（大

学設置室）に事務相談へ出向き、10 月末の事前相談に提出する書類の作成準備を進め
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る。申請に必要な受験生ニーズ調査（対象数 3,000 名程度）については、9 月末までに

協力校を確定させ、11 月末までに調査を実施し、平成 28 年 2 月末までに報告書を作成

する予定である。 
8 月には、薬学部・理学部のオープンキャンパスに参加し、新学部に関心のある高校

生・保護者の相談に対応した。又、9 月 1 日～平成 28 年 2 月 28 日の期間、京成線・

JR 内房線・JR 外房線に電車広告を掲載し、新学部開設の告知を行う。  
 
 

２.研 究 
（１）研究の活性化と外部資金の獲得および不正防止の徹底 

平成 27 年度の文部科学省研究費助成事業の採択結果は、新規採択 64 件と昨年度を

5 件上回り、新規採択率は 20.3％で 2 年ぶりに 20％を超えた。獲得金額（直接経費）

は、新規と継続を合わせ約 2 億 6,500 万円（前年度比+約 3,000 万円）と過去最高額と

なり、4 年連続で 2 億円を超えた。特に、医学部が前年度より約 3,000 万円増加してい

る。新規採択率を上げるため、例年通り 8 月下旬から 9 月中旬にかけて「魅力的な科研

費申請書の書き方」をテーマとした講習会を大森・習志野地区で開催予定である。習志

野地区の研究者より要望されていた習志野地区内の科研費相談窓口（伝票処理含む）は、

理学部の協力を得て 2 月より 1 号館 3 階に設置し、順調に稼働している。 
平成 27 年度厚生労働科学研究費補助金は、新規課題 1 件、継続課題 3 件が採択され

た。委託研究開発契約としては、代表 2 件と分担 18 件の計 20 件の契約を行う見込み

である。その他の公的補助金は、「ひらめき☆ときめきサイエンス 2 件（医 1 件・薬 1
件）」が採択され、薬学部は夏期休暇期間に、医学部は冬期休暇期間にそれぞれイベン

ト開催を予定している。文部科学省施設・設備関係補助金については、平成 27 年度予

算「防災機能等強化緊急特別推進事業（医 2 件）」を申請し、選考結果を待っている状

況である。平成 27 年度予算分の他事業については、今後募集される予定である。 
平成 26 年 2 月 18 日付で「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライ

ン（実施基準）」が改正され、その後の体制整備状況について、4 月末現在で「履行状

況調査報告書」を提出した。結果は、改善状況が顕著であるとして、「指摘事項なし」

および「平成 28 年度は文科省の管理監督から外す」旨の通知を 9 月に受けた。又、平

成 26 年 8 月 26 日付「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」

に対応し、各学部と事務部から「研究倫理責任者」を選出し、ホームページに研究倫理

版の責任体系図および役割を公開した。研究者等の平成 27 年度研究倫理教育（CITI）
の必須単元 5 単元を決定し、薬学・理学・看護学研究科大学院生の e-learning による

受講についても義務化した。医学研究科においても、義務化の方向で調整を行っている。

なお、学部生については平成 28 年度以降シラバスに組み込む予定である。さらに、文

部科学省に対し、このガイドラインに対する本学の体制整備状況等を報告する「履行状

況調査書」を 9 月 11 日までに提出する予定である。 
実験事務局では、4 月より 3 実験委員会（遺伝子・動物・病原体）をとりまとめるバ

イオセーフティ委員会規程が施行され、バイオセーフティ委員会にて 3 実験委員会の統

制をとる体制へと変更された。 
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（２）大学院の充実 

【医学研究科】 
7 月末開催の医学部教育ワークショップにおいて、新専門医制度に対応した大学院カリ

キュラムの策定について議論し、検討結果をまとめた。又、大学院教育・研究授業体制の

強化のため、6 月に講演会を実施し、10 月以降にも 2 回開催する予定である。さらに CITI 
Japan プログラムを大学院生も受講できるように整備した。なお、医学専攻博士課程にお

いては、定員超過に伴い、平成 28 年度より入学定員を 23 名から 35 名に増員する。 
【薬学研究科】 

新カリキュラムによる薬科学基礎教育の点検評価を行っている。又、受験者数を増

加させ、より質の高い学生を確保するために、大学院生募集ポスターを作成し、他大

学、他学部に送付するとともにホームページの内容を一部見直した。併せて、薬学研

究科ワークショップのテーマとして「修士課程の学生募集」について討議した。今後

は、大学院教育委員会で入試体制の検討を行う。 
【理学研究科】 

大学院生へのキャリア支援として、12 名の博士後期課程在籍者のうち 2 名を非常

勤講師として、1 名をリサーチアシスタントとして任用した。又、本年度より理学部

リサーチアシスタント規程を一部改正し、理学部の研究活動を活性化するために学部

独自の支援を行うこととしている。教務関係では、新たに研究倫理教育の一環として、

大学院生全員を対象とした研究倫理の講演を 4 月に実施した。 
EU との連携協定により実施しているダブルディグリープログラムでは、平成 26

年 9 月から受け入れていたリール第 1 大学（フランス）1 名、マーストリヒト大学（オ

ランダ）3 名の学生が、6 月にプログラムを修了し、本研究科より 4 名に学位を授与

した。又、9 月には、新たにマーストリヒト大学より 1 名の受け入れを予定している。 
【看護学研究科】 

大学院広報活動の強化のため、大学院リーフレットを作成し、6 月に実施した相談

会で活用したほか、全国の看護系大学に発送した。大学院相談会では、学費が低額設

定であることなども積極的にアピールしている。又、看護学部の助産師教育が大学院

教育に全面移行したことにより、助産師資格取得をめざす学部生への進路指導を、ア

ドバイザーを中心に行っている。 
看護学研究科のカリキュラム改正を考慮し、大学院を担当できる優秀な教員確保や、

3 方針（カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー、アドミッション・ポリシ

ー）も併せて検討を行う。教育課程については、平成 31 年度改正をめざす。 
 

３．医 療 
3 病院の収支状況（4 月～8 月実績） 
本年度も、大学病院の使命としての質の高い医療の提供、地域中核病院としての救急

体制の充実等を中心に経営内容のなお一層の改善を図っている。 
３病院合計の医療収入は 25,959 百万円となり、前年同期間比 379 百万円、1.5%の増

収であった。内訳は、入院収入が 17,685 百万円で前年同期間比 70 百万円、0.4%の増

収、外来収入が 8,110 百万円で前年同期間比 273 百万円、3.5%の増収となっている。

収入合計は 26,272 百万円で前年同期間比 399 百万円、1.5%の増収となった。 
一方、支出合計は、24,334 百万円で前年同期間比 318 百万円、1.3%の増加と、収入
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の伸び率を下回ったため、収支差額は 1,937 百万円の黒字で、前年同期を 80 百万円、

4.3%上回る状態で推移している。 
年度初めの第１四半期は苦戦したものの、医師の補充等の各種施策が功を奏し、業績

は急速に回復しつつある。 
ただし、予算比では、支出合計が 273 百万円、1.1%予算を下回っているものの、医

療収入は 401 百万円、1.5%下回っており、収支差額は予算を 143 百万円、6.9%下回っ

ている。7 月以降の経営改善を追い風に、診療材料のコスト削減と併せ下半期に一層の

改善を期す。 
 

（１）大森病院（4 月～8 月実績） 
診療実績は、入院が単価 69,941 円・平均在院日数 13.1 日・稼働率 88.8％、外来は

単価 14,393 円、1 日平均患者数 2,329.6 人で推移した。 
4月 26日から 2号館耐震工事を実施しており、診療実績の低下が危惧されていたが、

8 月までの閉鎖病床数は延べ 1,510 床、病床稼働率は 88%台を維持している。これは、

診療科、看護部の協力のもと地域医療連携室をはじめ病院全体で取り組んだ結果である。

診療実績については、手術件数の増加、平均在院日数の減少、DPC 係数の増加（診療

録管理体制加算取得・急性期看護補助体制加算 25 対 1 取得）、紹介・逆紹介率増加等

により、診療単価は入院・外来ともに前年度を上回る結果となっている。入院は室料差

額を除く診療収入で前年度比+2.4%、外来は+5.9%と、耐震工事というマイナス要因が

ありながらも好調に推移している。 
 院内の再整備は、平成 27 年 1 月に新 7 号館が竣工し、PET-CT 新規導入、SPECT
装置の更新、透析室改修、デイ・ケア室の改修があり、6 月中旬から PET-CT ドッグを

開始し、順調に稼動している。11 月上旬には、第 2 手術室が 2 号館 3 階に開設する予

定であり、中央手術室の麻酔科管理の件数増加が期待される。2 号館耐震工事および院

内再整備事業は、今年度末までに完了することとなっている。 
 下期についても、事業計画の「基本方針」を踏襲しつつ、予算で定めた経費節減や事

業遂行に支障を来すことのないよう、積極的な姿勢で事業計画の実施に当たる。 
 

（２）大橋病院（4 月～8 月実績） 
診療実績は、入院が単価 66,315 円・平均在院日数 11.1 日・稼働率 89.0％、外来は単

価 11,374 円、1 日平均患者数 1,200.8 人で推移した。 
地域医療支援病院の取得をめざし、全診療科を挙げて近隣の医療機関との連携強化と

「ふたり主治医制」を推進している。昨年度から、毎週月曜日に新規開業の医療機関等

への訪問活動を行っており、平成 27 年度 4 月～8 月に訪問した医療機関からの紹介件

数は 240 件（月 50 件）と順調に推移している。その結果、紹介率は前年同月比+5.2%
となった。10 月からは病診連携室の人員を強化し、さらなる紹介・逆紹介を推進して

いく。 
一方、地域の中核病院として高度急性期医療を実践するため、救急車の応需率を高め

るべく、夜間・休日の救急外来での ER の配置を全診療科で担う体制を維持している。

しかしながら、重症度、医療・看護必要度に係る基準を満たす患者が減少傾向にあり、

ICU・HCU・SCU の稼働率も前年同期比でマイナスとなっている。ICU・HCU につ

いては、下期からは入室基準を見直し、適応する患者の入室率を高めるべく、病院全体
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でコントロールしていく。 
6 月には、ここ数年間の収支の伸び悩みを改善すべく、法人との間で外部講師も交え

て詳細な分析を行った。課題である人件費支出については、4 月からレジデント、シニ

ア・レジデント総員数 87 名と、予算人数 90 名を遵守しており、コメディカル・看護

師の採用についても、法人本部人事部と都度相談し、収支のバランスを見ながら実施し

ている。又、現在の人材をさらに有効活用すべく、土曜平日化による入院・検査の増加

に向け、病院内での検討を開始した。  
新病院建設については、5 月 16 日（土）に地鎮祭を滞りなく執り行い、11 月の着工

に向けて各部門との最終段階のヒアリングを実施した。周辺に当院と同規模の医療機関

が多い中で、ニューコンセプトのもと、環境保全に留意した病院建設をめざしていく。 
 
（３）佐倉病院（4 月～8 月実績） 
診療実績は、入院が単価 61,405 円・平均在院日数 10.9 日・病床稼働率 84.5％、外

来は単価 15,637 円、1 日平均患者数 1,304.4 人で推移した。 
医師の退職の影響で NICU、産婦人科、乳腺外科の患者数が減少し、入院収入が伸び

悩んだが、7 月以降医師の充足が図られ、下期からは万全の体制で診療にあたることが

期待できる。 外来収入は患者 1 人当たりの診療額は増加したものの患者数は減少した。

以上のことにより、室料差額、雑医療収入を加えた医療収入全体では 6,264 百万円であ

った。前年度比では 0.3％の減少、予算比では 95.0％の達成率である。 
総合入院体制加算 2 の届出を目標に掲げているが、7 月・8 月には基準となる値をク

リアした。9 月も引き続きクリアし 10 月の届出をめざしている。又、数年来の課題で

あった救急車の謝絶率については、時間外選定療養費の徴収、当直バックアップ体制の

構築、地域連携による後方病院確保等の施策が功を奏し、これまでの 40％台から 6 月

以降は 30％前半に減少している。引き続き、医師会・近隣病院・救急隊との協議を継

続しながら、大学病院に相応しい救急体制を地域全体で構築すべく努力していく。 
7 月 27 日・28 日には、2 日間に亘り公益財団法人日本医療機能評価機構による病院

機能評価（3rdG Ver1.1）を受審した。結果は 9 月中旬に判明する見込みである。 
院内経費節減プロジェクトチームも定期的に会合を持ち、特に節電等について院内各

部署に協力を要請し、光熱水費は昨年の同時期に比べ 8.7％のコストカットが実現した。

又、後発医薬品の導入も順調で導入率は 60％超であり、年度内に 80％をめざす。その

他、8 月には千葉県医師修学資金貸付制度対象の学生に対し、当院で「第 1 回東邦大学

医学部千葉県地域枠学生のための研修会」を行った。 
 

（４）羽田空港クリニック・羽田空港国際線クリニック（4 月～8 月実績） 
 両クリニックにおいて、昨年度より空港管理会社からの補助金額が見直された事によ

り、大幅な収支改善のもと、上期の運営を行った。 
国内線クリニックにおいては、国内線全体の旅客数、国内線ターミナルビルの売上げ

が横ばい状態であり、クリニックの患者数・医療費収入も横ばいとなっている。一方、

国際線クリニックでは、国際線ターミナルビルの売上げが前年度比+約 10%となってお

り、クリニックの医療収入も前年度比+約 13%となっている。特に、一般外来患者およ

び健診患者が大幅に増えている。空港管理会社による防火・防災立入点検については、

両クリニックへの指摘事項はなく、防災訓練の参加や 10 月に予定されている航空機事
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故対処訓練に向けて準備中である。又、9 月には空港管理会社・航空会社との情報交換

会を予定しているほか、空港内のクリニックとして、空港職員の労災や感染症等の運用

や対策について、検疫所、大田区、大森病院と協力し運用等の見直しを行っている。 
又、大森・大橋・佐倉病院の研修医、本学医学部生および他大学医学部生に対し、積

極的に受け入れ教育、研修を行っている。 
 

（５）経営収支分析プロジェクトの推進および病院運営戦略会議の活性化 
本年度から各病院の分析担当者が 3 名体制となり、より強固な体制のもと、法人本部

と連携を取りながら収支のさらなる改善に取り組んでいる。5 月の経営収支分析担当者

会議では、平成 26 年度の総括と各施策の進捗状況について話し合われた。 
6 月には、大橋病院の収支改善に向けて、外部講師を導入して DPC コーディング等

についての詳細な分析を実施したほか、7 月には、地域連携強化に向けた 3 病院合同会

議を開催し、地域医療構想における病床機能分化について共通認識を図るとともに、各

病院で実施している地域連携活動および共通施策（案） 等について情報共有を行った。

8 月末～9 月上旬にかけては、第 1 回病院運営戦略会議を開催し、3 病院の共通課題で

ある地域連携、救急対応に加え、各病院個別の課題について法人と病院間で詳細な分析

を実施した。引き続き、他大学との意見交換等も活用しながら、より詳細で実用的な分

析を推進していく。 
 
（６）３病院看護師等確保の活動 

上期は、計画通り看護師採用活動を行っており、合同就職説明会の来訪者は 2,010 名

（前年度比+98 名）であったほか、2 月～3 月のインターンシップ・見学への参加者が

例年より増加した。又、これまでの接触者のうち平成 28 年 3 月卒業見込み者（約 2,500
名）に対しては、2 ヶ月ごとに新聞を発行し、本学の認知度向上と応募促進を図ってい

る。採用試験は、本年度は例年より 1 ヶ月前倒しして 5 月から開始している。8 月末現

在の応募者は、大森病院は 130 名募集に対し 162 名、大橋病院は 55 名に対し 69 名、

佐倉病院は 60 名に対し 52 名となっている。本校生（東邦大学看護学部および佐倉看

護専門学校生）・外部生ともに前年同時期に比べ応募者が増加している。今後は、応募

者数、合格者数に加え、現職の退職者数等を注視しながら、3 病院看護部と法人本部看

護企画室が連携し、適正数の看護師確保に努めていく。 
 

（７）３病院と看護キャリア支援センターで取り組む看護の質の向上 
上期に予定していた 12 講座は滞りなく開催され、受講者は合計 253 名であった。前

年度評価を基に、本年度も職員教育と自己研鑽の講座を明確に区別し開講した。それら

区分も含め各講座終了時には受講者・講師双方にアンケート調査を実施し、評価を行っ

ている。さらに本年度は、教育連携強化を主目的とした「教育連携のあり方検討会」を

始動した。又、「広げよう！東邦ナースの輪」を立ち上げ、東邦看護のモデルとなる実

践者の紹介を Web サイト上で行った。その他、平成 26 年度からの継続活動として、医

学メディアセンターと連携し、病院看護職の学術情報積極活用を検討する「看護職向け

学術情報活用支援プロジェクト」を推進している。広報活動においては、ホームページ

の更新頻度を増やし、講座開講報告等を都度掲載することで充実を図った。 
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４．管理運営 
（１）財政基盤の強化 

中期経営計画の最終年度を迎え、本法人の永続的な発展に資する財政基盤の強化に引

き続き全力で取り組んでいる。ただし、収入の 7 割以上を占める医療収入において、平

成 26 年度から診療報酬の実質マイナス改定状況にあることや、消費税増税による損税

拡大、少子化の一層の進行等、法人全体を取り巻く環境は格段に厳しさを増している。                                

一方、かかる環境下ではあるものの、将来に向けた教学ならびに診療環境の向上は必須

であり、中期経営計画に掲げた大型施設整備を着実に進めている。平成 27 年度上期は、

大森病院 2 号館の耐震補強工事を開始したほか、昨年度用地を取得した大橋新病院の着

工を下期に控え、資金面での詳細な詰めを行った。又、薬学部新棟建設工事や新学部（健

康科学部）校舎建設準備も順調に進行している。これらの設備投資に向けた資金として、

一部長期借入金を再開したが、引き続き効率的な資金調達に努め、強固な財務基盤を維

持した運営を続ける。 
 
（２）経費節減プロジェクトの推進 

法人全体の運動である「経費節減プロジェクト」は、開始から実質 3 年目を迎え、各

所属に定着して着実に効果を挙げてきた。平成 27 年度は、前年度の枠組みを踏襲し、

①全所属の共通項目（委託費・光熱水費・消耗品費）②各所属の自主設定項目③法人本

部が主導的に取り組む項目に分けて推進している。四半期に１回程度開く全体会合の場

において、取り組み好事例等の情報交換や推進方法についての意見交換を行うとともに、

教職員ポータルに経費節減プロジェクトのページを設け、より多くの教職員にプロジェ

クトの活動内容が認知されるような工夫を行った。又、「学校法人東邦大学広報」にも

専用コーナーを設定し、活動方針や好事例紹介等を行うことで、経費節減意識の一層の

醸成を図っている。 
一方、対象となる所属・品目は限定されるが、金額規模が大きい「医療材料」と「シ

ステム関連委託費や大型機器保守費」については、従来の省エネ推進委員会と併せ、本

部主導項目として法人本部が中心となって当該所属と共に削減に取り組んでいる。全体

最適を念頭に部門横断的に取り組んでおり、具体的な成果を挙げてきている。 
 

（３）創立 90 周年記念事業の推進 
平成 27 年 6 月 14 日（日）、グランドプリンスホテル新高輪・国際館パミールにお

いて、本法人創立 90 周年記念式典・祝賀会を挙行した。当日は式典に先立ち、国際ジ

ャーナリストの櫻井よしこ氏による記念講演会も行われ、ご来賓、同窓生、教職員等、

1,450 名におよぶ多数のご臨席をいただいた。式典では、下村文部科学大臣から丁重な

る御祝辞を頂戴したが、大臣直々のご臨席は本法人のこれまでの周年事業でも例のない

ことであり、90 周年の節目を飾るに相応しい栄誉となった。今回の記念式典・祝賀会

は学内外から高い評価を得ており、本法人のアイデンティティを高めることができた。

同じく記念事業として進めてきた、炭山理事長執筆による学祖額田ご兄弟の伝記『額田

豊・晉の生涯 東邦大学のルーツをたどる』も刊行され、同時期に編纂を進めてきた本

学九十年史とともに、式典・祝賀会来場者へ配布を行った。その他、90 周年記念ムー

ビーも完成し、式典にて上映を行い、これらも好評を得ることができた。記念事業（建

設事業）については、習志野新体育館については、すでに竣工し、スポーツアリーナと
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して一部地域住民にも開放し活用されている。新大橋病院（平成 30 年 1 月開院予定）

は、5 月 16 日に無事地鎮祭を終え、11 月の本体工事着工に向けて準備を進めている。

創立 90 周年記念寄付金の応募状況は、8 月末現在で、1,495 件、12 億 7,360 万円とな

っており、引き続き、目標額達成に向け、積極的な募金活動を行っていく。 
 
（４）大橋病院新病院建設計画  

平成 27 年 5 月 16 日に、地元目黒区・世田谷区の区長・副区長ご臨席のもと、地鎮

祭・鍬入れ式が滞りなく執り行われた。地元住民の方々への説明会は、昨年度より都合

3 回開催したが、環境に配慮した新病院が現病院の至近にできることを期待する声が多

く、総じて大変好意的に受け止めて頂いた。8 月には構造方法等について国土交通大臣

の認可が下り、今後は建築確認申請、都福祉保険局を始めとする関係行政への申請を進

めていく。工事関係では、11 月の本格的な病院建物建築工事を前に、事前準備工事と

して、敷地内の整備や車輌通路確保工事等に着手している。 
院内においては、新病院運営計画に主眼を置いた各部署の配置等に関するヒアリング

と調整を引き続き行い、ハード・ソフト両面で平成 30 年 1 月の開院に向け、準備を着

実に進めている。 
 
（５）アイデンティティ強化のための広報施策 
①広報施策の強化 

各方面から好評をいただいている羽田空港での大型映像メディア（FV）における

健康情報番組「健康エアポート」と CM 放映については、本年度は新たなコンテン

ツを制作せず、過去の優良なコンテンツを再放映していく方向で調整を進めている。

コンテンツの切り替えは 11 月頃を予定している。 
平成 26 年度より開始した専門業者を交えた戦略的プレスリリースについては、他

大学とのメディア露出状況比較を交えた分析を行うなど、効果的な広報活動やリリ

ース制作を検討し、これまでのリリースになかった情報および切り口を題材に、8
月末までに 10 件のリリースを配信し、うち 3 本について、延べ 3 件掲載された。

なお、上記を含めたプレスリリース全体については、8 月末時点で 33 本のリリース

を配信、うち 12 本が延べ 20 メディアに掲載・放映された。又、3 病院の広告施策

は、地域連携を後押しすることを目的に、Web 病院検索ページおよび地域配付情報

誌の連動記事広告企画を行うこととし、11 月の冊子配付に向けて制作を進めている。

法人広報連絡会については、7 月に平成 27 年度の第 1 回を開催し、各所属における

広報活動の現状や課題、Web を活用した広報の必要性などについて、活発な意見交

換が行われた。 
②ホームページの充実 

ホームページについては、本法人各施設トップページへのアクセス数が平成 27
年度 4-8 月累計で延べ 832 万件（大学 424 万件、病院 279 万件、両中高・看専 129
万件）となり、前年同期間比約 10 万件減と、微減となった。大学サイトをリニュ

ーアルするため、現状ページの調査および管理体制の設計に着手しており、平成 28
年度中のリニューアル公開および一層の情報発信体制の強化と業務効率化をめざす。

病院サイトにおいては、引き続き 3 病院 Web 担当窓口を中心として、患者増に資

するよう内容の充実を図る。 
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（６）「学校法人東邦大学広報」による法人情報の発信 
本法人と関わるすべての関係者（ステークホルダー）との一体感を醸成するため、法

人が主体的に推進する重要な事業や活動等を中心にタイムリーな情報収集および情報

発信に努めている。炭山理事長執筆による学祖額田ご兄弟の伝記「東邦大学のルーツを

たどる」も 244 号（平成 27 年 4 月）で 12 回の連載を終え、多くの方から大変な好評

を得ることができた。又、245 号（平成 27 年 7 月）では、創立 90 周年記念特別号と

して頁を増やし、平成 27 年 6 月 14 日に行われた創立 90 周年記念講演会・式典・祝賀

会等について、詳しく報告を行っている。 
 
（７）産学連携の推進 

上期の特許については、出願が国内特許 1 件、外国特許 1 件、取得が国内特許 1 件、

外国特許 1 件（すべて理学部）であった。又、知的財産審査委員会を 4 回開催し、発明

承継 4 件、出願審査請求 2 件等について審議した。 
一方、受託研究 17 件（前年度上期 16 件）、共同研究 73 件（前年度上期 63 件）の研

究契約の支援活動を行っており、引き続き、企業等からの一層の外部資金獲得と適切な

管理を進めている。 
産学官連携や地域連携活動においては、産学連携本部と教育・研究支援センターが協

力して、大田区や習志野市等の行政との協議を積極的に進めている。習志野地区におい

ては、昨年度に導入したテレビ会議システムを活用し、3 月に「産学官連携会議（大久

保地区）」を開催したほか、8 月に大学の地域貢献活動の一環として生涯学習講座「プ

ラザ東邦大学」を開講した。 
昨年度の採択に引き続き、本年度も行政や企業等との連携による、文部科学省の競争

的補助金の獲得に向けて、申請準備を進めている。 
 

（８）額田記念東邦大学資料室の充実 
東邦大学創立 90 周年記念展示「額田豊・晉の生涯 東邦大学のルーツをたどる」を、

6 月 14 日に記念式典会場、6 月 23 日から 8 月 19 日まで資料室にて実施した。記念書

籍と連動した内容は好評をいただき、来場者には記念冊子の配布も行った。10 月から

は習志野メディアセンターにて同内容の出張展示を予定している。又、昨年度の理学部

ホームカミングデーに引き続き、5 月に薬学部ホームカミングデーにてポスター展示を

実施した。10 月の理学部ホームカミングデーでも実施を予定しており、同窓生を含む

学内関係者へのさらなる広報活動を行っていく。 
 
（９）株式会社東邦キャンパスサービスの動向 

8 月で第 15 期の決算を終え、今期についても教育・研究・医療の各分野で法人と連

携を強化し、事業を推進した。法人全体で推進している経費節減プロジェクトに協力し、

医療材料のうち、治療薬と診療材料の価格交渉を実施している。又、委託費関係につい

ても、法人が計画するコンペの開催ならびに運営に貢献し、コスト削減および業務の効

率化等に繋がる具体的な取り組みを積極的に行っている。 
 

以上 
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